
第10期
定時株主総会招集ご通知

証券コード：4268
エッジテクノロジー株式会社

2024年7月25日（木曜日）
午前10時

開催日時

東京都千代田区大手町一丁目２番１号
Otemachi One４階
大手町三井カンファレンスRoom８
(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

開催場所

第１号議案 取締役３名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

決議事項

2024年7月24日（水曜日）午後６時まで

郵送による議決権行使期限
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証券コード 4268
2024年７月８日

（電子提供措置の開始日2024年７月3日）
株 主 各 位

東京都千代田区神田美倉町7番１
Daiwa神田美倉町ビル 4階

エッジテクノロジー株式会社
代表取締役社長 住 本 幸 士

第10期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第10期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.edge-tech.co.jp/ir/stock/meeting/

また、電子提供措置事項は、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載して
おります。
東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名（当社名）又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら上記各ウェブサイトに掲載の電子提供措置事項をご検討の上、同封の議決権行使書用紙
に賛否をご表示頂き、2024年７月2４日（水曜日）午後６時までに到着するようご送付くださ
いますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2024年７月25日（木曜日）午前10時00分（受付開始時間 午前9時30分）
2. 場 所 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 2 番 1 号 Otemachi One４ 階

大手町三井カンファレンス Room８
3. 株主総会の目的事項

報告事項 第10期（2023年５月１日から2024年４月30日まで）事業報告及び計算
書類の内容報告の件

決議事項
議 案 第１号議案 取締役３名選任の件

第２号議案 監査役１名選任の件
以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
いただきます。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第14条第2項の規定に基づき、下記
の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監
査をした書類の一部であります。
・個別注記表
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役３名選任の件
本株主総会の終結の時をもって取締役全員（４名）が任期満了となりますので、このたび取

締役３名のご選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は以下のとおりであります。

候補者
番号 氏名 現在の当社における地位、担当

１ 住 本 幸 士 再 任 代表取締役社長

２ 島 田 雄 太 再 任 取締役 事業本部長

３ 高 畠 和 明 再 任
社 外
独 立

社外取締役

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

1
すみもと こうじ

住本 幸士
（1981年５月28日生）

再 任

2006年１月
2008年９月

2014年５月
2015年11月

個人事業主として開業
エッジシステム株式会社設立
代表取締役就任（現任）
当社代表取締役社長就任（現任）
エッジトレーディング株式会社
代表取締役就任（現任）

7,027,500株

2

しまだ ゆうた

島田 雄太
（1982年１月22日生）

再 任

2006年３月
2008年12月

2019年１月
2019年７月
2020年７月
2024年３月

株式会社ジェイ・エヌ・エス入社
Saxo Bank Japan株式会社（現サクソ
バンク証券株式会社）入社
当社入社
当社取締役就任（現任）
当社事業本部長就任（現任）
シーパスロボティクス株式会社設立
代表取締役（現任）

316,940株

３

たかばたけ かずあき

高畠 和明
（1969年５月６日生）

再 任
社 外
独 立

1992年５月
1995年10月
2000年４月
2007年７月
2008年10月
2014年８月

2014年10月

2016年５月

2019年10月

2020年９月

2020年12月

Yamaichi International Europe入社
IBJ Lanston Futures入社
Patsystems Pte Ltd入社
Saxo Capital Markets Pte Ltd入社
同社 アジア地域最高経営責任者就任
Allocated Bullion Solutions
非常勤取締役就任
Financial Carrot Pte. Ltd. 設立 代表
取締役就任（現任）
OANDA Asia Pacific Pte Ltd取締役
社長就任アジア最高責任者
Cult Wines（S）Pte Ltd.アジア地域
コマーシャルディレクター就任
TransferMate（S）Pte Ltd. 非常勤取
締役就任
当社社外取締役就任（現任）

−株
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（注）1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、住本幸士氏は会社法第2条第4号の2に定める親会社
等であります。

2. 高畠和明氏は社外取締役候補者であります。高畠和明氏が当社の社外取締役に就任してからの期間は、本総会終結
の時をもって3年７か月であります。

3. 当社は、取締役候補者 高畠和明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4. 高畠和明氏は事業会社経営における専門的な知識や深い経験を有しており、独立かつ客観的な立場から、それらの

知識や経験を活かした、当社の経営上の意思決定及び業務執行に対する適切な監督、当社の経営及び財務に対する
助言及び意見等が期待されることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5. 当社は、社外取締役候補者高畠和明氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定め
られる、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任
の限度額は、同法第425条第１項に定められている最低責任限度額としております。また、当該責任限定が認めら
れるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
同氏の再任が承認された場合には、当社と同氏との間で、当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当
該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりませ
ん。当該保険契約により、保険期間中に被保険者に対してされた損害賠償請求にかかる争訟費用及び損害賠償金等
が填補されることとなります。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とす
るなど、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。各候補者が取締役
に選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなるとともに、その任期中に同内容で当該保
険契約の更新を予定しております。
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第２号議案 監査役１名選任の件
監査役 塚原 謙二氏の逝去にともない、監査役の法定員数を欠くこととなったため、東京

地方裁判所に一時監査役の選任の申立てを行っておりましたところ2024年3月21日付で同裁
判所より一時監査役として塚原俊郎氏を選任した旨の通知を受け、現在一時監査役として就任
しております。一時監査役の任期は、本総会で後任の監査役が選任される時までとなってお
り、あらためて監査役のご選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は以下のとおりであります。

氏名 現在の当社における地位

塚 原 俊 郎 新 任
社 外
独 立

社外常勤一時監査役

新 任 再任監査役候補者 社 外 社外監査役候補者 独 立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

つかはら としお

塚原 俊郎
（1978年８月18日生）

新 任
社 外
独 立

2005年12月

2019年７月
2022年７月
2023年７月
2023年７月
2024年３月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法
人) 入所
EY香港 出向
EY香港 帰任
株式会社アシロ 入社
晴磐監査法人 入所（現任）
当社一時監査役就任（現任）

−株

（注）1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 塚原俊郎氏は社外監査役候補者であります。塚原俊郎氏が当社の社外一時監査役に就任してからの期間は、本総会

終結の時をもって４ヶ月であります。
3. 当社は、塚原俊郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同氏の

新任が承認された場合は、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4. 塚原俊郎氏は、監査法人での監査及びコンサルティング経験、そして事業会社における内部監査経験があり、ま

た、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計、内部管理に関する相当程度の知見を有していることから、社
外監査役として適任であると判断しており、社外監査役として選任をお願いするものであります。
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5. 当社は、社外監査役がその期待される役割を十分発揮できるよう定款第41条において、監査役との間に、会社法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、塚原俊郎氏と同契約を締結しており、
同氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、法令が定める限度額としております。

6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当
該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりませ
ん。当該保険契約により、保険期間中に被保険者に対してされた損害賠償請求にかかる争訟費用及び損害賠償金等
が填補されることとなります。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とす
るなど、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。候補者が監査役に
選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなるとともに、その任期中に同内容で当該保険
契約の更新を予定しております。

以上
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事 業 報 告

（2023
2024

年
年

５
４

月
月

１
30

日から
日まで）

1. 株式会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当社は、「テクノロジーで世界中の人々を幸せに」を企業理念に掲げ、AIアルゴリズム
（注１）により、顧客の課題を解決し、社会に貢献するAIアルゴリズム事業（具体的にはAI
ソリューションサービスの提供・AI教育サービスの提供・AIプロダクトの開発/販売）を展
開しております。また、当社はテクノロジーの中でも、技術進歩が速く人々への貢献が今
後大きく見込めるAI領域を創業時からのビジネスドメインとしており、当社がビジネスド
メインとするAIビジネス市場は今後さらなる成長が見込まれている領域であります（国内
AIビジネス市場2021年度：1兆1,608億円→2027年度：1兆9,787億円。富士キメラ総研
2022人工知能ビジネス総調査より引用）。当社は、日本がSociety 5.0（注２）実現にあ
たり、長期的視点から「AIがAIを創る時代」（注３）が到来すると考えていますが、現代は
「ヒトがAIを創る時代」（注４）であるとともに、「AIがAIを創る時代」への入り口と捉えて
ビジネス展開を行っております。また、人類規模の課題の解決、SDGs（注５）の達成に
課題先進国であるわが国の貢献が問われ、内閣府はその答えとして「Society 5.0」を提
示しています。このSociety 5.0実現の重要な要素が「AI」と示されており、企業だけで
なく個人や社会制度、産業基盤などにおいてもAI-Ready（注６）な状態が求められてお
り、その指針として日本経済団体連合会はAI-Ready化ガイドライン（注７）を定めていま
す。このような国策、少子高齢化に伴うAIやロボット化ニーズの高まり、データ処理スピ
ードの向上に伴うAIアルゴリズムの精度向上などを鑑みると、今後AIアルゴリズム需要は
中長期的に拡大し続けると考えており、このようなAIアルゴリズム需要の高まりを事業拡
大に繋げてまいりたいと考えております。
このような環境の中、当事業年度におけるわが国経済は、景気はこのところ足踏みもみ

られますが、緩やかに回復しております。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響など、
海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、今後の金融市場の変
動等の影響に十分な注意が必要な状況が続いております。
一方、各企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進やOpenAIにより発表

されたChatGPTに代表される大規模言語モデル（LLM）（注８）に関する我が国の関心の
高まり等はAIアルゴリズム実装に対する需要を高めていると考えております。当社におい
てもこのような需要を取り込むとともに、採用強化により、多くの人材獲得に繋げられた
ことで活動量が増加し、売上高は前年同期比7.5％増となりました。また、採用強化に伴う
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採用費、人件費の増加により、販売管理費が22.2%増加したことから、この結果として、
営業利益は前年同期比58.7％減となりました。
以上の結果、当事業年度における売上高は2,862,618千円（前年同期比7.5%増）とな

り、営業利益は101,074千円（前年同期比58.7%減）、経常利益は94,714千円（前年同期
比61.5%減）、当期純利益は67,358千円（前年同期比60.7%減）となりました。
なお、当社の事業セグメントはAIアルゴリズム事業の単一セグメントのため、セグメン

ト別の記載は省略しております。

（注） 本項「（1）事業の経過及びその成果」において使用しております用語の定義について以下に記します。
項番 用語 用語の定義
１ アルゴリズム コンピューター上における問題を解くための手順・解き方

２ Society 5.0

日本が提唱する未来社会のコンセプト。サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と
社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。Society 5.0で
は、膨大なビッグデータを人間の能力を超えたAIが解析し、その結果がロ
ボットなどを通して人間にフィードバックされることで、これまでにはで
きなかった新たな価値が産業や社会にもたらされることになります。（内閣
府HPより）

３ AIがAIを創る時代
米国の発明家であり、AI研究の世界的権威であるレイ・カーツワイルは、
2045年にはAIの性能が人類の知能を超えるシンギュラリティ（技術的特異
点）が到来すると述べています。当社ではシンギュラリティの到来により、
「AIがAIを創る時代」に移行すると考えております。

４ ヒトがAIを創る時代

シンギュラリティが到来する前は、AIはヒトの手によって生み出されます。
当社では現在からシンギュラリティの到来までを「ヒトがAIを創る時代」
と捉えて、独自のAI人材データベースを活用したサービス提供を行ってい
ます。

５ SDGs 「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称
６ AI-Ready AIを人間が有効かつ安全に利用できる状態であること

７ AI-Ready化ガイドライン AIの活用、展開を迅速に行うためには、あらゆるレイヤーでのAI-Ready化
が必須であることから、このAI-Ready化に向けての方針を定めたもの

８ 大規模言語モデル（LLM）
非常に巨大なデータセットと、人間が自然に行うタスクをコンピュータに
学習させるAIの手法のひとつであるディープラーニング技術を用いて構築
された言語モデル（LLM：Large Language Modelsの略称）

2024年06月21日 17時52分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20240521_01）



― 10 ―

（2）設備投資の状況
当事業年度の設備投資の総額は4,943千円であります。その内訳は全額有形固定資産

4,943千円の増加であり、主に、少額のパソコンの購入によるものでございます。
また、当事業年度において重要な設備の除却又は売却はありません。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。

（4）対処すべき課題
① 最先端AI技術への対応

当社のビジネスドメインであるAIは、世界的に研究・開発が活発に行われている分野で
あり、技術革新が急速に進んでいる領域です。このようなビジネスドメインで優位性を保
つには、最先端AI技術への対応が重要であり、当社では役員・従業員・技術顧問・フリー
ランスが協同し、最先端AI技術の調査・研究、技術力向上、自社プロダクト開発、自社サ
ービスへの適用に取り組んでおります。

② AI人材の継続的確保
AI人材はIT人材の中でも1.3％（独立行政法人情報処理推進機構 IT人材白書2020 より

引用）と言われる現在において、AIビジネス市場はさらに拡大しており、AI人材の継続的
な不足が予想されています。このような環境の中、当社では、早期よりフリーランス向け
のAI/ビッグデータ案件情報サイト「BIGDATA NAVI」等を運営することで、独自のAI
人材データベースを形成し、順調に業務を拡大してまいりました。さらなる事業拡大に向
けてAI人材の継続的確保に取り組み、AI人材データベースを拡大等により強固なものとす
る必要があると認識しております。

③ 業務のデジタル化
当社はデータに基づいた意思決定を実践するため、業務プロセスのデジタル化に取り組

んでまいりましたが、テレワークの導入により、その重要性は一段と高まりました。今後
もサービスの品質と提供スピード並びにコストを適切に管理するため、デジタル技術を活
用した業務プロセスの向上に必要な投資を行い、当社の専門であるAI技術を活用した強靭
な組織作りを志向してまいります。
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④ 情報管理体制の強化
当社が扱う多数の顧客の案件データ、人材登録データは機密情報や個人情報を含むデー

タとなるため、その情報管理を強化していくことが重要となります。2021年２月にはＩ
ＳＯ27001情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証を取得し、情報管
理規程等を定め、情報管理を徹底しておりますが、今後も社内教育を継続してまいりま
す。

⑤ 優秀な人材の確保と育成
今後の事業の拡大のために、優秀な人材の確保・育成が重要な課題であると認識してい

ます。そのため、継続的に業界経験者を中心とした中途採用を行っています。また、入社
した社員に対しては定期的に社内の研修プランに従った研修・教育を実施することによ
り、その育成に取り組んでいます。今後も継続的に採用を進め、社員への研修・教育制度
の質を高めていくことで、優秀な人材の確保と育成を推進する方針であります。

⑥ 内部管理体制の強化
当社のさらなる事業の拡大、継続的な成長のためには、内部管理体制及びコンプライア

ンス体制のさらなる強化が重要な課題となります。当社は、監査役と内部監査の連携、経
営陣や従業員に対する研修の実施等を通じて、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に
取り組んでいく方針であります。

（5）財産及び損益の状況の推移

区 分 2020年度
第７期

2021年度
第８期

2022年度
第９期

2023年度
第10期（当期）

売 上 高 (千円) 1,466,755 2,162,417 2,663,347 2,862,618

経 常 利 益 (千円) 35,717 200,365 245,868 94,714

当 期 純 利 益 (千円) 23,889 137,163 171,451 67,358
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 2.39 13.57 16.16 6.28
総 資 産 (千円) 427,126 858,057 925,897 981,411

純 資 産 (千円) 122,178 431,687 606,333 675,672

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 12.22 40.94 56.76 62.88
（注）1. 当社は、2021年11月６日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。第７期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第８期の期首から適用しており、第

８期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。
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（7）主要な事業内容
事 業 事 業 内 容

AIアルゴリズム事業
・AIソリューションサービスの提供
・AI教育サービスの提供
・AIプロダクトの開発/販売

（8）主要な営業所及び工場
本 社 東京都千代田区

（9）従業員の状況（2024年４月30日現在）
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

98名（3名） 15名増 34.9歳 2.6年
（注） 従業員数は就業人員（契約社員を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（派遣社員、パートタイマー）は、年間

の平均雇用人員（１日８時間換算）を、（ ）外数で記載しております。

（10）主要な借入先及び借入額（2024年４月30日現在）
（単位：千円）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 17,816

（11）その他株式会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（2024年４月30日現在）
（1）発行可能株式総数 40,000,000株

（2）発行済株式の総数 10,744,660株

（3）当事業年度末の株主数 5,907名

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

住 本 幸 士 7,027,500 65.40

島 田 雄 太 316,940 2.94

ＪＰモルガン証券株式会社 123,967 1.15

治 田 知 明 123,530 1.14

西 村 智 明 59,200 0.55

新 美 俊 藏 43,000 0.40

楽天証券株式会社 40,700 0.37

八 木 秀 一 40,000 0.37

廣 橋 一 晃 36,600 0.34

森 田 裕 之 34,800 0.32
（注）持株比率は自己株式（37株）を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

第４回新株予約権

発行決議日 2021年４月26日

新株予約権の数 100個

保有人数 取締役（社外取締役を除く） 0名

取締役（社外取締役） １名

監査役 0名

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式
1,000株

（１個当たり10株）
新株予約権の発行価格 無償

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １個当たり350円
（１株当たり35円）

新株予約権の行使期間 2023
2031

年
年

４
４

月
月
27
26

日
日
から
まで

新株予約権の主な行使条件 （注）
（注）第４回新株予約権行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

ⅰ．新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社又は当社子会
社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が、当社
又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員を任期満了により退任した場合、あるいは取締役会が正当な理由
があると認めた場合には、この限りではない。

ⅱ．当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場し、かつ上場した日から６ヶ月を経過した場合に限り行
使できるものとする。

ⅲ．新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締
役会が認めた場合は、この限りではない。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役（地位、氏名、担当、重要な兼職の状況） （2024年４月30日現在）

地 位 氏 名 担当、重要な兼職の状況

代表取締役社長 住 本 幸 士 ―

取 締 役 島 田 雄 太 事業本部長

取 締 役 治 田 知 明 管理本部長

取 締 役 高 畠 和 明 Financial Carrot Pte. Ltd. 代表取締役

常 勤 監 査 役 塚 原 俊 郎 晴磐監査法人パートナー

監 査 役 串 田 隆 徳
株式会社リプロセル 社外監査役
株式会社フォーデジット 社外取締役
コタエル・ホールディングス株式会社 社外取締役
学校法人神山学園 神山まるごと高等専門学校 監事

監 査 役 清 水 幸 明
宇都宮・清水・陽来法律事務所 パートナー
サンケイリアルエステート投資法人 監督役員
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役

（注）1. 取締役 高畠和明氏は社外取締役であります。
2. 監査役 塚原俊郎氏、串田隆徳氏及び清水幸明氏は社外監査役であります。
3. 当社の社外取締役は１名であります。高畠和明氏は事業会社経営における専門的な知識や深い経験を有しており、

独立かつ客観的な立場から、それらの知識や経験を活かした、当社の経営上の意思決定及び業務執行に対する適
切な監督、当社の経営及び財務に対する助言及び意見等が期待されることから、社外取締役として適任であると
判断しております。

4. 当社の社外監査役は３名であります。当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立
を目的として、社外監査役については、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基
づき、独立かつ客観的な立場から、取締役の職務執行に対する実効性のある監査を期待しております。

5. 社外常勤監査役塚原謙二氏は、2024年1月20日に逝去され退任しました。なお、退任時における重要な兼職先は
ベジクル株式会社社外監査役でありました。

6. 社外常勤監査役塚原俊郎氏は、常勤監査役 塚原謙二氏が逝去され、監査役の法定員数を欠くこととなったため、
2024年３月21日付東京地方裁判所の決定に基づき、一時監査役として選任され就任しました。
監査法人での監査及びコンサルティング経験、そして事業会社における内部監査経験があり、また、公認会計士
の資格を有しており、財務及び会計、内部管理に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役とし
て適任であると判断しております。
なお、退任監査役 塚原謙二氏とは同一の氏ですが、偶然の一致であり、血縁関係はございません。

7. 社外監査役串田隆徳氏は、監査法人での監査及びコンサルティング経験があり、また、公認会計士の資格を有して
おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断してお
ります。

8. 社外監査役清水幸明氏は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、専門的な法的知見を活かし
た実効性のある監査が期待されるため、社外監査役として適任であると判断しております。

9. 社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
10. 当社は、取締役高畠和明氏、監査役塚原俊郎氏、串田隆徳氏及び清水幸明氏を株式会社東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役高畠和明氏並びに社外監査役塚

原俊郎氏、串田隆徳氏及び清水幸明氏、塚原謙二氏との間で、同法第423条第１項に定めら
れる、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当
該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第１項に定められている最低責任限度額とし
ております。また、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因と
なった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

（3）取締役及び監査役の責任の一部免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、同法第423条第１項に定められる、任務を

怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することがで
きる旨を定款で定めております。なお、免除することができる限度額は、同法第425条第１
項に定められている最低責任限度額を控除して得られる額です。また、当該免除が認められ
るのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な
過失がないときに限られます。

（4）会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役及び執行役員
であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、保険期間中に被保
険者に対してされた損害賠償請求にかかる争訟費用及び損害賠償金等が填補されることとな
ります。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とす
るなど、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じておりま
す。

（5）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人報酬等について、報酬等の
内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認し
ており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の
内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
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１．基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な業績及び企業価値の向上等に資するよう配慮し

た報酬体系とし、取締役の個人別の報酬は固定報酬のみとする。また、現在、当社取
締役の報酬は月例の固定報酬のみであるが、今後、事業拡大・成長フェーズを鑑み、
優秀な人材の維持・確保に向け、業績連動報酬の導入等を含めて柔軟に検討を行い、
必要がある場合には取締役会決議によって改定する。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は月例の金銭報酬とし、株主総会で承認された報酬限度額

の範囲内で、各役員の能力、実績、市場水準、当社における状況を総合的に加味して
決定する。

３．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬額については、代表取締役が検討、議案を提示の上、取締役会決議に

より決定する。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2021年10月27日の株主総会において、取締役の報酬等の額を年額300百万円以内

（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査役の報酬等の額を年額30百万円以
内として決議頂いております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名、監査
役の員数は３名でございます。

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区分 支給人員
報酬等の種類別の額

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 合計
取締役 ４名 28,200千円 −千円 −千円 28,200千円

（うち社外取締役） （１名） （4,200千円） （−千円） （−千円） （4,200千円）
監査役 ４名 14,309千円 −千円 −千円 14,309千円

（うち社外監査役） （４名） （14,309千円） （−千円） （−千円） （14,309千円）

合計
８名 42,509千円 −千円 −千円 42,509千円

（５名） （18,509千円） （−千円） （−千円） （18,509千円）
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（6）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

取締役 高畠 和明氏は、Financial Carrot Pte. Ltd.代表取締役であります。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役 塚原 謙二氏は、ベジクル株式会社社外監査役でありました。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役 塚原 俊郎氏は、晴磐監査法人パートナーであります。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役 串田 隆徳氏は、株式会社リプロセル社外監査役、株式会社フォーデジット社
外取締役、コタエル・ホールディングス株式会社社外取締役、学校法人神山学園 神山ま
るごと高等専門学校監事であります。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役 清水 幸明氏は、宇都宮・清水・陽来法律事務所パートナー、サンケイリアル
エステート投資法人監督役員、株式会社ROBOT PAYMENT社外取締役であります。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
（ア）取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況
区 分 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役 高 畠 和 明 当事業年度開催の取締役会には21回中21回出席し、議案審議等に
つき、経験豊富な経営者の観点から必要な発言を行っております。

社 外 監 査 役 塚 原 謙 二
2024年1月20日に逝去されるまでに開催した当事業年度の取締役
会には12回中12回、監査役会には７回中７回出席し、議案審議等
につき、経験豊富な経営者の観点から必要な発言を行っておりま
す。

社 外 監 査 役 塚 原 俊 郎
社外監査役就任後に開催した当事業年度の取締役会には3回中３回、
監査役会には3回中３回出席し、議案審議等につき、公認会計士と
しての専門的な見地から必要な発言を行っております。

社 外 監 査 役 串 田 隆 徳
当事業年度開催の取締役会には21回中21回、監査役会には11回中
11回出席し、議案審議等につき、公認会計士としての専門的な見地
から必要な発言を行っております。

社 外 監 査 役 清 水 幸 明
当事業年度開催の取締役会には21回中21回、監査役会には11回中
11回出席し、弁護士としての専門的な見地から必要な発言を行って
おります。
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（イ）社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役高畠和明氏は、当事業年度開催の全ての取締役会に出席し、客観的・中立的立

場で当社の役員候補者選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担い、透明性及び客
観性の向上に適切な役割を果たしております。また、議案審議において、経営に関する豊富
な経験と幅広い知識を活かして発言を行い、妥当かつ適正な意思決定に寄与しています。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 25百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の

額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております。

2. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、会計監査人と確認した第10期の監査計画を踏まえた監
査見積もり時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断したためです。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会
計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、会社法第344条第１項及び第３項に基
づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
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6. 業務の適正を確保するための体制
（1）当社は業務の適正を確保するため、取締役会で決議した「内部統制システムに関する基本

方針」に基づき、内部統制システムの整備・運用を行っております。内部統制システムに
関する基本方針は、以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（a）取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要

な事項を決定する。
（b）取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構

築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
（c）取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を

行っている。
（d）取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法
令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた
期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（a）当社は、代表取締役社長をリスク管理の総責任者とし、管理本部長を総括委員とする

リスク管理・コンプライアンス委員会を設置する。リスク管理・コンプライアンス委
員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及
び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。

（b）リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関
する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（a）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関す

ることを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月１回開催する他、必要に
応じて臨時開催する。

（b）取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努
める。
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⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（a）代表取締役社長は、自らが最高倫理責任者となり、管理本部長をコンプライアンス管

理について責任を負うコンプライアンス担当役員として任命し、リスク管理・コンプ
ライアンス委員会を設置する。リスク管理・コンプライアンス委員会は、コンプライ
アンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。

（b）万が一、コンプライアンスに関する重大な事態が発生した場合は、リスク管理・コン
プライアンス委員会を中心に、代表取締役社長、取締役会、監査役会、顧問弁護士に
報告される体制を構築する。

（c）取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「コンプライアンス
行動規範」を定める。

（d）当社は、コンプライアンスの違反やそのおそれがある場合に、業務上の報告経路の
他、社内外（人事総務担当・内部監査担当・社外監査役）に匿名で相談・申告できる
「相談窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。相談・申告は、所属部署
および氏名を明示の上行うものとするが、当該者のプライバシーは尊重され、人事そ
の他あらゆる面で不利な扱いを受けることはない。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項

（a）当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と
必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。

（b）補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、
取締役の指揮命令は受けない。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体
制

（a）監査役は、取締役会以外にも幹部会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社にお
ける重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。

（b）取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要
な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、
その他必要な重要事項を監査役に報告する。

（c）取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重
要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに、監査役に報告する。
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⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（a）監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、
当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、監
査役の職務の遂行に支障のないよう速やかにこれに応じるものとする。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（a）監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施

する。
（b）監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ち

ながら必要に応じて調査及び報告を求める。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応

じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素
より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専
門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、当社が定める財務報告に係る内部統制評価

基本計画書に基づき、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を
行う。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況
取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務

の適正を確保するための体制の運用状況は下記のとおりであります。

① 原則として月に１回以上開催する取締役会及び監査役会において、取締役の職務の執
行状況を監督しております。

② 監査役は、取締役会及び監査役会への出席のほか、定期的に取締役、会計監査人、内
部監査担当等と協議の場を設け、情報収集・情報交換を行っており、特に常勤監査役は
取締役・監査役協議会、役員報告会、リスク管理・コンプライアンス委員会等の社内重
要会議又は委員会に出席して随時重要事項の報告を受けております。
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③ 原則として四半期に１回以上開催するリスク管理・コンプライアンス委員会において、
取締役及び使用人の職務の執行状況、リスク管理・法令順守状況を確認しております。

④ 内部監査担当は、年間監査計画に基づき、内部監査を実施し、監査結果は代表取締役
へ報告しております。また、定期的な会計監査人・監査役との協議、リスク管理・コン
プライアンス委員会への参加を通じて内部監査に必要な情報収集・情報交換を行ってお
ります。
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7. 株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につい

ては、特に定めておりません。

8. 特定完全子会社に関する事項
該当事項はありません。

9. 親会社等との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

10. 株式会社の状況に関する重要な事項
該当事項はありません。

11. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の

定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めていま
す。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留

保を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続して実施していくことを基本方針
としています。また、剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当
を行うことを基本方針としております。しかしながら、現時点では事業の成長段階にあること
から財務体質の強化及び事業拡大のための内部留保の充実を図り、事業拡大のための投資に充
当していくことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えています。このことから、創業
以来配当を実施しておらず、内部留保資金につきましては、当面の間、財務体質の強化及び事
業拡大のための財源として利用していく予定です。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
2024年４月30日現在

（単位：千円）
資 産 の 部

科 目 金 額
流 動 資 産 955,907
現 金 及 び 預 金 654,964
売 掛 金 及 び 契 約 資 産 278,434
貯 蔵 品 87
前 払 費 用 11,633
そ の 他 12,467
貸 倒 引 当 金 △1,680

固 定 資 産 25,504
有 形 固 定 資 産 4,383
建 物 164
減 価 償 却 累 計 額 △164
建 物 （純 額） 0
工 具、 器 具 及 び 備 品 12,689
減 価 償 却 累 計 額 △8,305
工具、器具及び備品（純額） 4,383
投 資 そ の 他 の 資 産 21,120
出 資 金 10
長 期 前 払 費 用 314
繰 延 税 金 資 産 5,957
そ の 他 14,838

資 産 合 計 981,411

負 債 の 部
科 目 金 額

流 動 負 債 295,075
買 掛 金 169,659
１年内返済予定の長期借入金 7,152
未 払 金 37,036
未 払 費 用 45,847
未 払 法 人 税 等 265
前 受 金 2,589
預 り 金 12,841
そ の 他 19,684

固 定 負 債 10,664
長 期 借 入 金 10,664
負 債 合 計 305,739

純 資 産 の 部
株 主 資 本 675,669
資 本 金 97,965
資 本 剰 余 金 90,195
資 本 準 備 金 90,195
利 益 剰 余 金 487,550
そ の 他 利 益 剰 余 金 487,550
繰 越 利 益 剰 余 金 487,550

自 己 株 式 △40
新 株 予 約 権 3
純 資 産 合 計 675,672
負 債 純 資 産 合 計 981,411

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2023
2024

年
年

５
４

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,862,618
売 上 原 価 2,035,007
売 上 総 利 益 827,611
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 726,536
営 業 利 益 101,074
営 業 外 収 益

受 取 利 息 5
受 取 配 当 金 0 5

営 業 外 費 用
支 払 利 息 342
支 払 保 証 料 220
支 払 手 数 料 5,135
支 払 報 酬 665
そ の 他 2 6,365

経 常 利 益 94,714
税 引 前 当 期 純 利 益 94,714

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 24,405
法 人 税 等 調 整 額 2,951 27,356

当 期 純 利 益 67,358
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2023
2024

年
年

５
４

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首残高 96,973 89,203 89,203 420,192 420,192
当期変動額
新株の発行 991 991 991
当期純利益 67,358 67,358
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 991 991 991 67,358 67,358
当期末残高 97,965 90,195 90,195 487,550 487,550

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
当期首残高 △40 606,329 4 606,333
当期変動額
新株の発行 1,982 1,982
当期純利益 67,358 67,358
自己株式の取得 ― ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △1 △1

当期変動額合計 ― 69,340 △1 69,339
当期末残高 △40 675,669 3 675,672
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に

ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ２年
工具、器具及び備品 ４年
工具、器具及び備品のうち、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、一

括償却資産として３年間で均等償却しております。

② 長期前払費用
均等償却によっております。

（2）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

（3）収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用し

ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社は、AIアル
ゴリズム事業を営んでおり、AIソリューションサービス、AI教育サービス、AIプロダクト
サービスを提供しております。
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AIソリューションサービス
主に、AIアルゴリズムを顧客の業務・システムに実装するソリューションサービスを提

供しており、準委任契約に基づくサービスの提供が履行義務となります。当該履行義務
は、契約期間に渡ってサービスを提供することで充足し、提供したサービスの時間に応じ
た収益を計上しております。なお、対価については、履行義務の充足時点から主に１ヶ月
以内に受領しています。

AI教育サービス
主に、AI技術専門の教育講座を個人・法人向けに展開するサービスを提供しておりま

す。契約に基づく講座の提供が履行義務であり、講義の実施に応じた収益を計上しており
ます。なお、対価については、主に履行義務の充足前に前受けする形としています。

AIプロダクトサービス
AIアルゴリズムを実装したプロダクトを販売するサービスを提供しており、当該サービ

スの提供が履行義務となります。契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足
するにつれて一定の期間に渡り均等に収益を認識しております。なお、対価については、
履行義務の充足時点から概ね１ヶ月以内に受領しています。

2. 表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
前事業年度において流動資産に表示しておりました「売掛金」は、新たに「契約資産」が発

生したため、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に科目名を変更しております。
（損益計算書）
前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費

用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。
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3. 会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

① 繰延税金資産
5,957千円

（2）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可能
性を判断する際に、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関
する適用指針」第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を分類し、当該分類
に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定しております。

② 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当社は、過去（３年）及び当期のすべての事業年度において、将来減算一時差異を

十分に上回る課税所得が生じており、かつ、当事業年度末において近い将来に経営環
境に著しい変化が見込まれないことから、繰延税金資産を全額回収可能と見積もって
おります。前述の判断を行うにあたって、「当事業年度末において近い将来に経営環
境に著しい変化が見込まれない」という仮定を置いており、当該仮定が主要な仮定に
該当します。当該仮定を設定するにあたっては、市場環境の変化の有無等を考慮して
おります。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
当該仮定に変化が生じた場合には、前述の会社分類に影響を及ぼすことを通じて、

繰延税金資産の回収可能額の見積りが減少し、その結果、翌事業年度の計算書類にお
いて繰延税金資産を取り崩し、法人税等調整額が発生する可能性があります。
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4. 株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度末の発行済株式の種類及び数

普通株式 10,744,660株

（2）当事業年度末の自己株式の種類及び数
普通株式 37株

（3）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

（4）当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的と
なる株式の種類及び数
普通株式 41,290株
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5. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
資産除去債務 826千円
ソフトウェア 1,001千円
未払賞与 424千円
支払報酬 2,161千円
支払手数料 1,729千円
前受金 549千円
その他 283千円

繰延税金資産小計 6,977千円
評価性引当額 −千円
繰延税金資産合計 6,977千円
繰延税金負債
未収事業税等 △1,019千円

繰延税金負債合計 △1,019千円
繰延税金資産の純額 5,957千円

6. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、主に事業を行うための資金計画に照らして、必要な資金（銀行借入等）を調達

しております。資金運用は安全性の高い金融資産で行っております。デリバティブ取引は
行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。買掛

金、未払金等の営業債務は、１年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金に
係る資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で３年後であります。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制
（ア）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニ
タリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等に
よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。当事業年度の決算日現在における最
大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされて
います。

（イ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持により、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

長期借入金 17,816 17,816 0

負債計 17,816 17,816 0
（注1）「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払金」、「未払費用」、「未払法

人税等」及び「預り金」は、現金、又は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。

（注2）長期借入金の決算日後の返済予定額
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 7,152 7,152 3,512 − − −

合計 7,152 7,152 3,512 − − −
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（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により

算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを

用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に
は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定に
おける優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 17,816 ― 17,816

負債計 ― 17,816 ― 17,816
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

7. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。
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8. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 62円88銭
１株当たり当期純利益 6円28銭

9. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

10. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

AIアルゴリズム事業

AIソリューションサービス 2,661,013

AI教育サービス 133,035

AIプロダクトサービス 68,569

顧客との契約から生じる収益 2,862,618

外部顧客への売上高 2,862,618

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

であります。
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（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 256,113

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 276,048

契約資産（期首残高） ―

契約資産（期末残高） 2,385

契約負債（期首残高） 4,602

契約負債（期末残高） 2,589

契約資産は、一定の期間にわたり履行義務が充足されるAI教育サービス及びAIソリュー
ションサービスにかかる顧客との契約について、期末日時点での進捗度の測定に基づき収
益を認識したものの、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資
産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振
り替えられます。
契約負債は、主にAI教育サービスにかかる顧客からの前受金に関連するものでありま

す。当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額
は、4,602千円であります。
また、当事業年度において、契約負債が2,012千円減少した主な理由は、AI教育サービ

スにかかる顧客からの前受金が減少したことによるものであります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社は、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適

用し、残存履行義務に関する記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない金額はありませ

ん。

11. その他の注記
該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年６月12日
エッジテクノロジー株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 井 則 彦
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 山 顕 司

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、エッジテクノロジー株式会社の2023年5月1

日から2024年4月30日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

2024年06月21日 17時52分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20240521_01）



― 39 ―

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年5月1日から2024年4月30日までの第10期事業年度における取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査計画等に従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制、及び業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人有限責任監査法人トーマツから
当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制も含
め、指摘すべき事項は認められません。
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(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年6月20日
エッジテクノロジー株式会社
常勤監査役 塚 原 俊 郎 ㊞
監査役 串 田 隆 徳 ㊞
監査役 清 水 幸 明 ㊞

以上
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